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独立行政法人を巡るこれまでの経緯と 

今回の独立行政法人の設立について 
 

１．独立行政法人について 

独立行政法人とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見

地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が

自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主

体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの等を

効率的かつ効果的に行わせることを目的として、設立される法人で

ある。 
独立行政法人は、第三者機関（独立行政法人評価委員会）による

外部評価等により経営責任の厳格化を図る一方、主務大臣が設定し

た中期目標に基づき、自ら中期計画を作成し、自律的かつ効率的な

業務の執行を行うこととされている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料－２ 

独立行政法人 

国 民 
独立行政法人評価委員会 

（業務の執行状況をチェック） 

外
部
評
価 

情報公開 
中期目標・中期計画に基づく 

計画的・効率的サービス 

2



２．国土交通省所管の独立行政法人について 

国土交通省関係では、平成１３年４月に１１の研究・教育機関に

ついて、平成１４年７月には自動車検査部門について、平成１５年

１０月には水資源機構等６法人について、平成１６年７月には都市

再生機構について、さらに平成１６年１０月には奄美群島振興開発

基金について、合わせて、平成１７年４月現在、２０の独立行政法

人が発足している。（政府全体では１０９） 
土木研究所 建築研究所 

交通安全環境研究所 海上技術安全研究所 

港湾空港技術研究所 電子航法研究所 

北海道開発土木研究所 海技大学校 

航海訓練所 海員学校 

航空大学校 自動車検査独立行政法人 

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 国際観光振興機構 

水資源機構 自動車事故対策機構 

空港周辺整備機構 海上災害防止センター 

都市再生機構 奄美群島振興開発基金 

 

３．独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の設立について 

 平成１３年１２月閣議決定（「特殊法人等整理合理化計画」）にお

ける道路関係四公団の民営化の方針を受け、四公団を廃止し、本年

１０月１日に高速道路の建設・管理・料金徴収等を行う高速道路株

式会社と高速道路に係る道路資産の保有・貸付け、債務の早期の確

実な返済等を行う独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構を

設立する。 
 
 
 
 
【会社】高速道路の建設・管理・料金徴収 

 

 

 

 

 

日本道路公団 
首都高速 

道路公団 

阪神高速 

道路公団 

本州四国 

連絡橋公団 

首都高速道路 

株式会社 

阪神高速道路 

株式会社 

本州四国連絡  

高速道路株式会社 

東日本高速 

道路株式会社 

中日本高速 

道路株式会社 

西日本高速 

道路株式会社 

独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構 

【機構】高速道路の保有・債務返済 

※ 経 営 安 定 化 時 、  

西日本会社と合併 
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（参考） 
 

＜独立行政法人関係年表＞ 

 
平成 ９年１２月 「行政改革会議最終報告」において、独立行政法人制度

創設を提言 

平成１１年 ７月 
 
     １２月 

「独立行政法人通則法」及び「独立行政法人通則法の施

行に伴う関係法律の整備に関する法律」成立 

５９法人の独立行政法人個別法及び「独立行政法人の業

務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する

法律」成立 

平成１２年１２月 特殊法人等について「特殊法人等整理合理化計画」を策

定することを内容とする「行政改革大綱」を閣議決定 

平成１３年 ４月 
      ６月 
 
     １２月 

独立行政法人土木研究所等が設立 

「行政改革大綱」の内容を法制化する「特殊法人等改革

基本法」成立 

「特殊法人等整理合理化計画」閣議決定 

平成１４年 ６月 道路関係四公団民営化推進委員会設置法成立 

１２月 道路関係四公団民営化推進委員会、総理に意見書を提出 

平成１５年１０月 水資源機構等が設立 

     １２月 「道路関係四公団民営化の基本的枠組みについて」  

政府・与党申し合わせ 

平成１６年 ６月 道路関係四公団民営化関係四法の公布 

平成１６年 ７月 都市再生機構が設立 

     １０月 奄美群島振興開発基金が設立 

平成１６年１２月 「今後の行政改革の方針」 閣議決定 

平成１７年１０月 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構及び６社 

の高速道路株式会社設立（１０月１日） 
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会
社

（参
考

）
日

本
高

速
道

路
保

有
・
債

務
返

済
機

構

日
本

高
速

道
路

保
有

・債
務

返
済

機
構

設
立

の
た

め
の

手
続

長
と

な
る

べ
き

者
の

指
名

（９
月

中
旬

）

設
立

委
員

会
〈第

１
回

〉
(５

月
３

０
日

)

独
法

評
価

委
員

会
分

科
会

〈第
１

回
〉
（７

月
６

日
）

独
法

評
価

委
員

会
分

科
会

〈
第

２
回

〉（
９

月
１

６
日

）

設
立

委
員

会
〈第

３
回

〉
(９

月
１
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日
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設
立

委
員

会
〈第

２
回

〉
(７

月
２

０
日
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第
一

回
設

立
委

員
会

(９
月

２
０

日
)

独
立

行
政

法
人

の
設

立
（１

０
月

１
日

）
会

社
の

設
立

（１
０

月
１

日
）

承
継

実
施

計
画

の
作

成
指

示
(７

月
13

日
)（

大
臣

→
公

団
）
⇒

実
施

計
画

の
認

可
（大

臣
→

公
団

）

監
事

と
な

る
べ

き
者

の
指

名
（９

月
下

旬
）

資
産

評
価

委
員

の
任

命
、

委
員

会
の

設
置

、
委

員
会

の
開

催
〈
第

１
回

〉
（６

月
３

０
日

）

資
産

評
価

委
員

会
の

開
催

〈第
４

回
〉（

１
月

予
定

）

資
料

３

資
産

評
価

委
員

会
の

開
催

〈
第

３
回

〉
（
９

月
１

２
日

）

定
款

・約
款

の
認

可
（大

臣
）

創
立

総
会

・取
締

役
会

の
開

催

代
表

取
締

役
等

の
認

可
(大

臣
)

設
立

委
員

の
任

命
（５

月
３

０
日

）

暫
定

協
定

の
策

定
（大

臣
）
（９

月
１

６
日

）

資
産

評
価

委
員

会
の

開
催

〈
第

２
回

〉
（
７

月
１

３
日

）
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設立委員の事務について

設立委員の主な事務は以下のとおりである。

○主務大臣への設立の準備の完了の届出

○独立行政法人の理事長となるべき者への設
立に関する事務の引継

（参考）

独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）（抄）

（設立委員）

第十五条 主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法人
の設立に関する事務を処理させる。

２ 設立委員は、独立行政法人の設立の準備を完了したと
きは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、
その事務を前条第一項の規定により指名された法人の長
となるべき者に引き継がなければならない。

資料４
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平
成

１
7
年

度
予

算
（注

２
）

常
勤
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立

行
政

法
人

名
　

う
ち
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事

定
数
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事
定

数
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員

数
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（
百

万
円

）
（
百

万
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）
（百

万
円

）
（
人

）
（
人

）
（人

）

理
事

長
１

人
監

事
２

人

理
事

３
人

以
内

注
1）

資
本

金
額

は
平

成
１

７
年

９
月

３
０

日
時

点
の

見
込

額
を

計
上

し
て

い
る

。

　
 3

）
常

勤
職

員
数

に
つ

い
て

は
平

成
1
7年

1
0月

1
日

時
点

の
見

込
数

で
あ

る
。

　
 4

）
平

成
２

７
年

９
月

３
０

日
ま

で
の

間
は

、
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
を

東
京

都
港

区
と

す
る

。

独
立

行
政

法
人

日
本

高
速

道
路

保
有

・
債

務
返

済
機

構
の

概
要

　
資

本
金

額
（注

１
）

法
定

役
員

数
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地

業
務

の
概

要
う

ち
政

府
出

資
額

（百
万

円
）

  
 2

）
平

成
１

７
年

度
予

算
額

に
つ

い
て

は
、

平
成

17
年

1
0月

1
日

の
独

立
行

政
法

人
日

本
高

速
道

路
保

有
・債

務
返

済
機

構
移

行
後

の
予

算
額

で
あ

る
。

  
  

  
独

立
行

政
法

人
の

予
算

に
つ

い
て

は
、

中
期

計
画

が
主

務
大

臣
か

ら
認

可
さ

れ
て

決
定

さ
れ

る
も

の
で

あ
る

。

日
本

高
速

道
路

保
有

・債
務

返
済

機
構

（１
）高

速
道

路
に

係
る

道
路

資
産

の
保

有
及

び
会

社
へ

の
貸

付
け

（２
）承

継
債

務
の

返
済

（
返

済
の

た
め

の
借

入
れ

に
係

る
債

務
の

返
済

を
含

む
。

）
（３

）協
定

に
基

づ
き

会
社

が
高

速
道

路
の

新
設

、
改

築
、

修
繕

又
は

災
害

復
旧

に
  

要
す

る
費

用
に

充
て

る
た

め
に

負
担

し
た

債
務

の
引

受
け

及
び

当
該

債
務

の
返

  
済

（返
済

の
た

め
の

借
入

れ
に

係
る

債
務

の
返

済
を

含
む

。
）

（４
）政

府
若

し
く
は

政
令

で
定

め
る

地
方

公
共

団
体

か
ら

受
け

た
出

資
金

を
財

源
と

　
し

た
、

首
都

高
速

道
路

株
式

会
社

又
は

阪
神

高
速

道
路

株
式

会
社

に
対

す
る

首
　

都
高

速
道

路
又

は
阪

神
高

速
道

路
の

新
設

又
は

改
築

に
要

す
る

費
用

の
一

部
　

の
無

利
子

貸
付

け
（５

）国
か

ら
交

付
さ

れ
た

補
助

金
を

財
源

と
し

た
、

会
社

に
対

す
る

高
速

道
路

の
災

　
害

復
旧

に
要

す
る

費
用

に
充

て
る

資
金

の
一

部
の

無
利

子
貸

付
け

（６
）政

令
で

定
め

る
地

方
公

共
団

体
か

ら
交

付
さ

れ
た

補
助

金
を

財
源

と
し

た
、

首
　

都
高

速
道

路
株

式
会

社
又

は
阪

神
高

速
道

路
株

式
会

社
に

対
す

る
首

都
高

速
　

道
路

又
は

阪
神

高
速

道
路

の
新

設
、

改
築

、
修

繕
又

は
災

害
復

旧
に

要
す

る
費

　
用

に
充

て
る

資
金

の
一

部
の

無
利

子
貸

付
け

（７
）会

社
の

経
営

努
力

に
よ

る
高

速
道

路
の

新
設

、
改

築
、

維
持

、
修

繕
そ

の
他

の
　

管
理

に
要

す
る

費
用

の
縮

減
を

助
長

す
る

た
め

の
必

要
な

助
成

（８
）会

社
が

高
速

道
路

の
新

設
、

改
築

、
維

持
、

修
繕

そ
の

他
の

管
理

を
行

う
場

合
　

に
お

い
て

、
道

路
整

備
特

別
措

置
法

（昭
和

３
１

年
法

律
第

７
号

）
に

基
づ

き
当

該
　

高
速

道
路

に
つ

い
て

行
う

そ
の

道
路

管
理

者
（同

法
第

２
条

第
３

項
に

規
定

す
る

　
道

路
管

理
者

を
い

う
。

）の
権

限
の

代
行

そ
の

他
の

業
務

（９
）本

州
四

国
連

絡
橋

の
建

設
に

伴
う

一
般

旅
客

定
期

航
路

事
業

等
に

関
す

る
特

　
別

措
置

法
（昭

和
５

６
年

法
律

第
７

２
号

）に
規

定
す

る
業

務
（１

０
）
本

州
と

四
国

を
連

絡
す

る
鉄

道
施

設
の

管
理

（１
１

）
前

号
の

鉄
道

施
設

を
有

償
で

鉄
道

事
業

者
に

利
用

さ
せ

る
業

務
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
等

4,
3
92

,0
7
5

9
0

神
奈

川
県
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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構起業目論見書 
（案） 

 
 

１．設立の目的 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（以下「機構」という。）は、

高速道路に係る道路資産の保有並びに東日本高速道路株式会社、首都高速道

路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速

道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社（以下「会社」と総称する。）

に対する貸付け、承継債務その他の高速道路の新設、改築等に係る債務の早

期の確実な返済等の業務を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減

を図るとともに、会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援する

ことを目的とする。 

 

２．事務所 

  機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。 

  なお、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法（平成１６年法律

第１００号。以下「機構法」という。）附則第２条の規定に基づき、政令で

定める日（平成２７年９月３０日）までの間は、主たる事務所を下記の地に

置く。 

 

記 

主たる事務所 

東京都港区西新橋２丁目８番６号 

 

３．資本金 

（１）機構の資本金は、日本道路公団等民営化関係法施行法（平成１６年法律

第１０２号。以下「施行法」という。）第１５条第１１項の規定により政

府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額（政府出資金３，

３６６，４８１百万円、地方公共団体出資金１，０２５，５９４百万円）

とする。 

（２）政府及び政令で定める地方公共団体は、予算で定める金額の範囲内にお

いて、機構に追加して出資することができる。 

 

４．設立年月日 

  機構の設立は、平成１７年１０月１日とされている。 

資 料 ６ 
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５．役員 

  機構に、役員として、その長である理事長及び監事２人を置く。また、理

事３人以内を置くことができる。 

役員の名称 人数 任命権者 任期 

理事長 １人 国土交通大臣 ４年 

理事 ３人以内 理事長 ２年 

監事 ２人 国土交通大臣 ２年 

 

６．職員 

  平成１７年１０月１日時点での常勤職員数見込み  ９０人 

 

７．業務の範囲 

機構は、その目的を達成するため、次の業務を行う。 

（１）高速道路に係る道路資産の保有及び会社への貸付け 

（２）承継債務の返済（返済のための借入れに係る債務の返済を含む。） 

（３）協定に基づき会社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する

費用に充てるために負担した債務の引受け及び当該債務の返済（返済のた

めの借入れに係る債務の返済を含む。） 

（４）政府若しくは政令で定める地方公共団体から受けた出資金を財源とした、

首都高速道路株式会社又は阪神高速道路株式会社に対する首都高速道路

又は阪神高速道路の新設又は改築に要する費用の一部の無利子貸付け 

（５）国から交付された補助金を財源とした、会社に対する高速道路の災害復

旧に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け 

（６）政令で定める地方公共団体から交付された補助金を財源とした、首都高

速道路株式会社又は阪神高速道路株式会社に対する首都高速道路又は阪

神高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てる資金の

一部の無利子貸付け 

（７）会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理

に要する費用の縮減を助長するための必要な助成 

（８）会社が高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合にお

いて、道路整備特別措置法（昭和３１年法律第７号）に基づき当該高速道

路について行うその道路管理者（同法第２条第３項に規定する道路管理者

をいう。）の権限の代行その他の業務 

（９）本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置

法（昭和５６年法律第７２号）に規定する業務 

9
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（１０）本州と四国を連絡する鉄道施設の管理 

（１１）前号の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させる業務 

        等 

 

８．権利及び義務の承継 

機構の設立の際、現に公団が有する一切の権利及び義務のうち、施行法第

１４条第３項の認可を受けた同条第一項の実施計画（同条第４項の認可があ

ったときは、変更後の実施計画）において機構に引き継がせるよう定められ

たものは、その時において機構が承継する。 
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平成１７年９月 日 
国土交通大臣 殿 

独立行政法人日本高速道路 

                 保有・債務返済機構設立委員会 
                      委  員  長    

 
 
 
 
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の設立準備の完了について（届出） 

（案） 
 
 
 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の設立準備につきましては、平成１６年６

月９日の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法（平成１６年法律第１００号）の

公布を受けて平成１７年９月２０日に設立委員会が設置され、以来準備作業を行ってまいり

ましたが、無事これを完了いたしましたので、独立行政法人通則法第１５条第２項に基づき、

ここに届出をいたします。 

資料－７
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平成１７年９月 日 
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 

の理事長となるべき者     勢山 廣直  殿 
 
 
                 独立行政法人日本高速道路 

                 保有・債務返済機構設立委員会 
                      委  員  長    
 
 
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の設立に関する事務の引継について 

（案） 
 
 
 独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第１５条第２項の規定に基づき、独立

行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の設立に関する事務を下記書類とともに引き継ぎ

ます。 
 
 
 

記 
 
 
 
  １．設立経過書 
 
  ２．起業目論見書 
 
  ３．独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の設立準備 

    の完了について（届出） 

資料 ８ 
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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構設立経過書 
（案） 

 
 
 
 私どもは、平成１７年５月３０日、独立行政法日本高速道路保有・債務返済機構設立委員

を命ぜられ、平成１７年９月２０日開催の設立委員会において、独立行政法人日本高速道路

保有・債務返済機構の設立に関する必要事項を審議し、その事務を執行してまいりましたが、

下記の経過をもって本日その事務を終了しました。 
 
 
 

記 
 
 
１．平成１７年５月３０日、独立行政法人通則法第１５条第１項の規定により、別紙のとお

り、設立委員に任命されました。 
 
２．平成１７年９月  日、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の理事長となる

べき者として勢山廣直氏が国土交通大臣から指名されました。 
 
３．平成１７年９月２０日、設立委員会を開催し、設立委員○○○○氏を委員長に選出し、

起業目論見書の他、国土交通大臣に対する設立準備の完了の届出及び理事長となるべき者

への設立事務の引継ぎについて審議決定いたしました。 
 
４．平成１７年９月 日、監事となるべき者として○○○○氏、○○○○氏が国土交通大臣

から指名されました。 
 
                                 平成１７年９月  日 
 
                 独立行政法人日本高速道路 

                  保有・債務返済機構設立委員会 
                       委 員 長 

13



（別 紙） 
 
 
 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構設立委員名簿 
 
 
 
    石原慎太郎   東京都知事 
 
    井戸 敏三   兵庫県知事 
 
    木下 博夫   阪神高速道路公団理事長 
 
    近藤 剛    日本道路公団総裁 
 
    佐藤 信秋   国土交通事務次官 
 

關  淳一   大阪市長 
 
    勢山 廣直   日本高速道路保有・債務返済機構の理事長 
            となるべき者 
 
    橋本鋼太郎   首都高速道路公団理事長 
 
    樋渡 利秋   法務事務次官 
 
    細川 興一   財務事務次官 
 
    堀切 民喜   本州四国連絡橋公団総裁 
 
    宮﨑 礼壹   内閣法制次長 
 
 

（以上１２名、アイウエオ順） 
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資産等
382,190

土工
橋梁
トンネル 等

（単位：億円）

建設仮勘定
47,335

有利子負債等

347,935

資本金※２

43,921

積立金（資本剰余金）※３

4,744

資産 負債・資本

※１ ４公団から機構及び会社への承継計画を前提に作成した10月1日暫定見
込値で、資産は今後資産評価委員会の評価により確定するものである。

※２ 資本金は、施行法第１５条第１１項に基づき４公団の出資金合計額から新
会社の株式総数の価格を減じたものである。

※３ 積立金（資本剰余金）については、施行法第１５条第１１項に基づき、資産の
価額から負債及び資本金の合計額を差し引いたものとしている。

流動資産
6,667 流動負債

39,592

４３６，１９２ ４３６，１９２

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
開始貸借対照表（暫定案）

参考資料１
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独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号） 

－抜 粋－ 
 
    第三節 設立 
 （設立の手続） 
第十三条 各独立行政法人の設立に関する手続については、個別法に特別の定めがある場合

を除くほか、この節の定めるところによる。  
 
 （法人の長及び監事となるべき者） 
第十四条 主務大臣は、独立行政法人の長（以下「法人の長」という。）となるべき者及び

監事となるべき者を指名する。  
２ 前項の規定により指名された法人の長又は監事となるべき者は、独立行政法人の成立の

時において、この法律の規定により、それぞれ法人の長又は監事に任命されたものとする。 
３ 第二十条第一項の規定は、第一項の法人の長となるべき者の指名について準用する。 
 
 （設立委員） 
第十五条 主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法人の設立に関する事務を処理させる。 
２ 設立委員は、独立行政法人の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を主務大

臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された法人の長となるべ

き者に引き継がなければならない。 
 
 （設立の登記） 
第十六条 第十四条第一項の規定により指名された法人の長となるべき者は、前条第二項の

規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の

登記をしなければならない。 
 
第十七条 独立行政法人は、設立の登記をすることによって成立する。 
 
 
 

日本道路公団等民営化関係法施行法（平成１６年法律第１０２号） 
－抜 粋－ 

 
第二節 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の設立 
第十二条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（以下「機構」という。）は、独

立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第十七条の規定にかかわらず、この法律の

施行の時に成立する。 
２ 機構は、独立行政法人通則法第十六条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政

令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。 
 
 

参考資料 ２ 
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